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総合資源エネルギー調査会 

省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会 

再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 

再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキンググループ（第９回） 

 

日時 令和５年８月７日（月）15：00～17：02 

場所 オンライン開催 

 

１．開会 

 

○事務局 

 定刻になりましたので、ただいまから再生可能エネルギー長期電源化地域共生ワーキン

ググループの第９回会合を開催いたします。 

 本会合ですけれども、オンラインでの開催でございます。トラブルやご不明な点がござい

ましたら、事前に事務局よりご連絡させていただいております連絡先までご連絡ください。 

 それでは、山内座長に以後の議事進行をお願いいたします。 

○山内座長  

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 まず、事務局からの本日の資料の確認、これをお願いいたします。 

○事務局 事務局でございます。 

 配付資料一覧にございますけれども、議事次第、委員等名簿、また資料１といたしまして、

説明会等の認定要件化に関する詳細設計の考え方（案）をご用意してございます。 

 

２．説明・自由討議 

 （１）説明会等の認定要件化に関する詳細設計の考え方 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。 

 本日ですけれども、前回の会合でヒアリングを行いました。それで、その内容、結果を踏

まえて、事務局に今日用意していただいたのは、住民説明会等の詳細設計というこの案、こ

れを準備していただきました。事務局から資料を説明していただいて、そちらについて議論

を深めたいというふうに思います。それでは、よろしくお願いいたします。 

○事務局 

 事務局でございます。 

 資料の１をご覧いただければと思います。 

 まず、資料の１でございますけど、２ページ目をご覧いただければと思います。 
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 本日のご議論のスコープでございます。本日、ご議論でございますけれども、先ほど座長

からございましたとおり、前々回の事務局からの論点ということを踏まえまして、前回ヒア

リングを実施させていただきました。そうした中で、具体的な考え方というところの事務局

の案、考え方のご議論というふうに考えてございます。 

 本日は、左側、説明会等の認定要件化というものにつきまして、特にご議論を考えてござ

います。具体的には、①～⑥に関する論点についてご議論を考えてございます。 

 資料の３ページ目、ご覧いただきますと、前回、第８回会合に先立ちまして開催いたしま

した勉強会につきましてのご報告でございます。特に事前の勉強会という形で、地域の方々

へのヒアリングも実施してございます。 

 地域の方々のお声といたしましては、条例などによりまして、一定距離以内の住民に対す

る説明会の開催を求めているけれども、その範囲外の住民への説明を妨げないような柔軟

な対応も必要といったご指摘、また、説明会においては、事業者が一方的に説明を打ち切る

ものや、説明の論拠不十分であるもの、形骸化しているもの、事業者が粗暴な態度を取るも

のなど、不適切なものがあるといったご指摘もいただいてございます。 

 三つ目の矢羽根に書いてございますが、コミュニケーション促進という観点からは、事業

の初期段階から説明会の開催が重要といったご指摘。 

 また、四つ目の矢羽根ですけれども、自治体は説明会には参加していないものの、説明会

の実施報告書などの関係書類の提出を求めているといったことで、説明会は適切に実施さ

れることを確認しているといったご指摘もございます。 

 次の矢羽根ですけれども、自治体が関与するということで、積極的なコミュニケーション

を促進ということもご指摘をいただいているところでございます。 

 また、委員の皆様からのご意見といたしましては、説明会につきまして形骸化していない

か、しっかり確認が必要といったご指摘、また一方で、自治体の事務負担というところにも

配慮が必要だろうということ、また、次の三つ目の矢羽根ですが、自治体が災害の危険性の

大きいエリアというところをゾーニングする場合には、エリアの内外で求められる説明会

の内容が異なるといったご指摘もいただいてございます。 

 また、条例と再エネ特措法の求める説明会の住民の範囲ですとか、説明事項が重複した場

合の取扱いなどの整理が必要といったご指摘をいただいたところでございます。 

 また、資料の４ページ目、ご覧いただければと思います。総務省におきましても、行政評

価の観点から、太陽光発電設備等の導入に関する調査というものを実施いただいてござい

ます。その中で、住民説明というものに関して中間整理を通知いただいてございまして、そ

ういった材料も本日のご議論の際にも紹介させていただく中で、本日のご議論にも生かせ

ていただければと思ってございます。 

 具体的な本調査でございますが、二つ目の※で書いてございますとおり、総務省さんにお

きまして実施されるものでございまして、行政評価の観点でございます。 

 三つ目の※で書いてございますとおり、上位 24府県の、特に太陽光の設置件数が多い上
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位の府県を対象にした、市町村向け、943市町村向けに基礎調査を実施し、その調査を踏ま

えまして、トラブルが発生した自治体等に対しまして、実地調査をされたというものでござ

います。 

 調査結果、４ページ目の下段に書いてございますけれども、説明会に関する様々な工夫で

すとか、また、説明会の対象などについての様々な自治体での取組などが整理されたもので

ございます。また、後ほど論点に際しまして、ご紹介をさせていただければと思います。 

 それでは、各論点についての説明に移らせていただければと思います。 

 資料の６ページ目、ご覧いただければと思います。まず、一つ目が、説明会等を実施すべ

き再エネ発電設備の範囲というところでございます。前々回の事務局からの説明では、電源

の規模などによりまして、また、一定の距離内にあるものについては、アグリゲート、全体

を勘案する中で考えていく必要もあるのではないかといった説明をさせていただいてござ

います。 

 ７ページ目、同じく事務局、前々回の資料でございますけれども、エリアによっては、説

明会の開催を求めるべきと考えるところもあるのではないかといったことをなどについて

も論点を出させていただきました。 

 これを踏まえて、ヒアリングでございます。８ページ目をご覧いただきますと、委員の皆

様からは、まず、規模や区域などを客観的に明確な指標で示すということが重要じゃないか

ということ、一方で、再エネ設備の規模によりまして、小規模電源には一定の配慮をすべき

といったご指摘もいただいてございます。 

 三つ目の矢羽根でございますけれども、再エネ特措法に基づく説明会の条例に基づく説

明会の関係の整理が必要といったご指摘。 

 また、次の矢羽根ですけれども、複数の電源が至近距離内に集合する場合の取扱いにつき

まして、市町村の範囲が広い場合もあることも踏まえますと、こうした至近距離の基準とい

うところについては、慎重な検討をしていく必要があるのではないかといったご指摘がご

ざいます。 

 また、同一の事業者につきましては、自主的な事業主体が同一であるＳＰＣなどについて

も捉えるべきだといったご指摘。 

 また、最後の矢羽根になりますけれども、災害のリスクが大きいエリアでの事業につきま

しては、低圧の場合でも説明会の開催を求めるべきといったご指摘をいただいてございま

す。 

 ９ページ目は、ヒアリングさせていただきました自治体の方からのご指摘ということで、

山梨県さんにおきましては、設置規制区域というところでここに三つポツで掲げてござい

ますけども、こうした区域におきまして、地上設置の太陽光発電を設置する場合に、説明会

の開催を求めているといったご指摘でございました。 

 また、那須塩原市さんのほうでは、地上設置の太陽光発電を設置する場合に説明会の開催

ということ、なお 20ｋＷ未満の場合は、説明会に代わる手法ということも可能にしている
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ということでございます。 

 また、那須塩原市さんのほうからは、より広範な範囲での説明会を個別に開催する可能性

を排除しないようにということで、条例と再エネ特措法の説明会についての関係性につい

てのご指摘もいただいているところでございます。 

 10 ページ目、こうしたことを踏まえまして、説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範

囲についてでございますが、一つ目の黒丸ですが、やはり事業者や住民の方々の予見性とい

うことを確保するためには、規模・設置場所・設置形態を踏まえて、客観的かつ明確な基準

を定めるということを基本としてはどうかというものでございます。 

 また、他法令、これはアセスですとか、温暖化対策法というところでございますけれども、

こうした他法令や条例に基づく説明会などにおきまして、再エネ特措法に基づく説明会に

関する要件を充足している場合には、再エネ特措法に基づく説明会の開催や、事前周知とい

ったものについては充足しているというふうに取り扱って、手続の合理化・効率化を図ると

いうことも重要じゃないかといったことでございます。 

 三つ目の黒丸ですけれども、先ほどご指摘もいただいてございますけれども、地域の実情

を踏まえて、地域とのコミュニケーションを一層促進するという観点からは、自治体が条例

において独自に説明会の開催を求めることを当然妨げるものではないというものでござい

ます。 

 続きまして、スライド 11ページ目をご覧いただければと思います。電源の規模の関係で

すが、前々回お示ししたとおり、特別高圧・高圧（50ｋＷ以上）の電源につきましては、周

辺地域や周辺環境へ及ぼす影響も大きい、可能性がより高いという観点から、説明会の開催

を求めるということ。一方で、低圧 50ｋＷ未満の電源につきましては、原則として、説明

会以外の手法での事前周知を求めるということでございます。 

 ただ、先ほど申しました、50ｋＷ未満の低圧でございますけれども、※でも書いてござい

ますとおり、一定の場合には説明会の開催を求めるということで、これは後ほどご説明をさ

せていただければと思います。 

 また、二つ目の黒丸、住宅用太陽光発電設備（10ｋＷ未満）につきましては、事前周知要

件の対象外とするとしてはどうかというものでございます。 

 三つ目の黒丸ですけれども、複数の電源が至近距離内にある場合の取扱いということで

ございますが、後ほどご説明申し上げます「周辺地域の住民」の範囲と、その中に同一の事

業者が実施する再エネ発電事業がある場合には、それらの複数の電源を合計すると、アグリ

ゲートとした出力に応じまして、説明会等の開催の要否を判断するとしてはどうかという

ことでございます。 

 同一事業者という観点につきましては、矢羽根の一つ目、実質的支配者が同一である場合

には、同一の事業者と判定するということ。また、二つ目の矢羽根ですけれども、こうした

場合には、既認定・認定申請中の全ての再エネ発電事業を含むということで、そうした中で、

実質的な判断がされるようにしてはどうかというものでございます。 
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 先に資料の 13ページ目をご覧いただきますと、電源の設置場所・設置形態というところ

でございます。先ほど申しました、低圧の 50ｋＷ未満の電源でございましても、「災害の影

響が及ぶおそれが特に高いエリア」「住民の生活環境に近いエリア」ですとか、「条例に定め

られた自然環境・景観などを考慮した保護エリア」というところにつきましては、これまで

の委員のご指摘などを踏まえまして、説明会を求めてはどうかというものでございます。 

 まず、一つ目の①ですけれども、これは、いわゆる災害の危険性に直接影響を及ぼし得る

ような土地の開発に関わるものといたしまして、森林法などの事前の許認可の取得を求め

ることとしましたエリアでございます。 

 ②ですけれども、災害が発生した場合に、再エネ設備によりまして災害の影響を拡大し得

るリスクの高いエリアといたしまして、土砂災害警戒区域ですとか、土砂災害危険箇所とい

ったところについての場合というところも、②として掲げてございます。 

 また、③ですけれども、条例におきまして、自然環境・景観の保護を目的といたしまして、

保護エリアを定めている場合にあっては、当該エリアにおける設置の場合には、説明会を求

めるということにしてはどうかというものでございます。 

 ※で書いてございますが、これまでの中間整理におきます、既にご議論いただいたところ

を踏まえまして、屋根設置の太陽光におきましては、事前周知を要件化せずに努力義務とし

て求める方向性ということを、この検討会におきましても維持してはどうかというもので

ございます。 

 これらを一覧にしたものが、資料の 14ページ目でございます。一番左側でございますけ

れども、周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアと、その外と内側ということで横軸を

引いてございます 

 縦でございますが、まず、住宅用の太陽光につきましては、10ｋＷ未満となりますけれど

も、事前周知を要件としないと。また、10ｋＷ以上におきましても屋根設置の場合におきま

しては、事前周知を要件としないと。また一方で、努力義務としては求めるということでご

ざいます。また、50ｋＷ未満の低圧につきましては、こうした周辺への影響を及ぼす可能性

が高いエリアの外の場合には、説明会以外の手法での事前周知を求めるということ。また、

それ以外の場合におきましては、説明会の開催を求めていくという形の表になってござい

ます。 

 こうした整理の数的なインパクトというところで言うと、12 ページ目にお戻りいただき

まして、ご覧いただければと思います。 

 まず、事前周知を要件といたしません、低圧での 50ｋＷ未満の住宅用太陽光発電という

ところが、約 19万件という形になってございます。これらは事前周知を要件としないもの

でございます。 

 その下に、事業用太陽光発電というところで低圧になります。これが 10ｋＷ以上、50ｋ

Ｗ未満という形になりますが、この 2,539件のうち、屋根設置であれば事前周知は要件とし

ないという形になります。 
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 また、先ほど申し上げました、災害エリアなど、そういったエリアの中の場合には説明会

を求めますけれども、それ以外の場合には、簡易な方法での事前周知ということを許容する

というものでございます。 

 一番右側の２列でございますけれども、この薄ピンクで引っ張ったところは、説明会の開

催を求めていくといったエリアになっている、数になっているというものでございます。 

 続きまして、二つ目の論点でございます。説明会の内容（説明事項・議事等）でございま

す。 

 まず、16 ページ目をご覧いただきますと、前々回にお示しいたしました基本的な考え方

といたしまして、情報の適切性、十分性、そして、③営業秘密・個人情報・プライバシー等

への配慮といったものが基本的に必要になるということでございます。 

 資料の 17ページ目をご覧いただきますと、これまでの議論の整理ということで、①～⑥

の様々な項目が説明事項として必要じゃないかといった提示をさせていただいてございま

す。また、一番下にチェックがありますけれども、どのような議事、時間設定など含めたこ

とが適切かということ、また、質疑応答などについてのルールといったことについての論点

を提示させていただいてございます。 

 18 ページ目をご覧いただきますと、委員の皆様方からのご指摘というところでは、説明

事項の範囲は、明確性・客観性の確保が必要だということ。また、説明会の際に出た改善要

望や意見に対して、事業者が必要な対応を行うといったタイムライン、議事等の在り方を検

討する必要があるのではないかといったご指摘、また、説明事項については、営業秘密等の

保護という観点からの検討も必要だといったご指摘もいただいてございます。 

 ヒアリングさせていただきました自治体、山梨県さんのほうでは、条例の説明会において

は事業計画、そして環境・景観に及ぼす影響の調査、またその対応方法など、また維持管理

計画などについてのご説明いただいているということ。那須塩原市さんのほうでは、条例に

おいて説明項目については特段規定していないものの、条例におきまして、近隣住民の方は

説明会から 14日以内に書面で事業計画に対する意見を申し出ることができるといったプロ

セスも設置しているということでございます。 

 また、事業者の方々から、資料の 19ページ目でございますけれども、やはり各電源の特

性があるということで、太陽光であれば反射光の取扱。また、二つ目の矢羽根、風力につき

ましては、一般参加者からの質問に回答する十分な時間を設け、また、環境影響評価をやる

場合が多いということで、環境影響評価の項目ごとの調査・予測内容や、懸念事項について

説明しているということ。地熱の関係ですと、事業の進捗状況に応じまして、源泉やモニタ

リングの結果などをご説明されているということ。中小水力発電につきましては、水使用の

許可・承諾、また水量などへの影響などについて説明しているということ。 

 バイオマスにつきましては、臭いですとか、排水の増加、また道路の交通量の増加などに

ついての対策などを含めて説明されているということ。 

 また輸入などの少し規模の大きなバイオマス発電事業者の場合におきましても、やはり
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水質、大気汚染、騒音・振動、また廃棄物対応などについての項目といったところで、予見

性の確保を踏まえた取扱いの配慮などもしてほしいといったご指摘もいただいてございま

す。 

 最後に、説明会後の住民とのコミュニケーションの例といたしまして、一定の期限を定め

て、住民から事業者に対する意見や質問を意見提出フォームに提出してもらう方法もある

のではないかといったご指摘もいただいてございます。 

 これらを踏まえまして、説明会の説明事項の（案）ということで、資料 20ページ目をご

覧いただければと思います。 

 再エネの基本的な考え方ということで、①～⑥、事務局から提示させていただいておりま

す、まず①～⑤についての項目につきましては、電源共通での説明事項として定めてはどう

かということでございます。 

 一方で、⑥、先ほどの事業者団体の方からのご指摘もありましたが、事業の影響や予防措

置などにつきましては、電源共通の項目もございますが、やはり電源別の説明事項を定めて

いくことが重要かと考えてございます。 

 これらの上で、三つ目の黒丸に書いてございますが、事業者や住民の予見性を確保すると

いうこと、また、そういったことについて議論をさらに具体化していく必要あるということ

でございます。 

 ⑥に書いてございます事業の影響と予防措置につきましては、電源ごとの説明もしっか

りしていく必要があるということで、次回以降のワーキングで検討したいと思ってござい

ます。 

 本日資料 21ページ目をご覧いただきますと、関係法令遵守と土地の権原取得につきまし

て、ご説明を補足させていただきたいと思います。 

 21 ページ目、関係法令遵守の状況でございますけれども、まず今回、ＦＩＴ／ＦＩＰの

認定申請前の時点での説明会ということになってまいりますので、その段階で何を一体求

めていくのかということでございます。当然、法令遵守という中には、条例を含むというこ

とが一つ目の黒丸に書いてございますが、事業の実施段階に応じまして多様であるという

中で、全ての網羅的な説明を逆に求めてしまう場合には、かえって表面的・形骸的な説明と

なるおそれがあるということでございますので、このＦＩＴ／ＦＩＰ認定申請前という時

点での提供される情報の適切性というところの観点からの検討も併せて必要だと考えてご

ざいます。 

 二つ目の黒丸ですけれども、こうした中で、例えばということで下記に書いてございます

①、先ほども出てきましたが、ＦＩＴ／ＦＩＰ認定申請要件化として求めている許認可の手

続の要否などに加えまして、②ということで、ＦＩＴ／ＦＩＰの認定申請時に提出を求めて

ございます、再エネの事業に関わる関係法令手続状況報告書というところに記載のある法

令、約 20ぐらいの法令が書いてございますが、それについての許認可の届出等の状況とい

うこと。また、③ですが、条例におきまして、自然環境・景観の保護などを目的といたしま



8 

して、再エネ発電設備の実施に当たっての開発ですとか、再エネ発電設備等の工作物設置に

当たって、許認可・届出などを求めている場合に当たっては、当該許認可や届出などの状況

というものについて、手続の状況などにつきまして説明を求めていってはどうかというも

のでございます。 

 また、次の項目、土地権原取得状況ですけれども、土地の権原取得状況につきましては、

土地所有者などのプライバシーへの配慮などの観点も踏まえる必要がございます。このた

め、土地に係る登記等のそのものを示すのではなくて、土地の権原の有無と、土地の権原の

取得状況についての説明を加えていってはどうかというふうに考えているところでござい

ます。 

 22ページ目は、今申し上げた点を少し表にアップデートしたものでございます。 

 ①～⑤につきまして、先ほど②と③につきましては補足を加えさせていただきましたが、

⑥、少し灰色に塗っているところにつきましては、次回以降の検討会でさらに議論をさせて

いただきたいと考えてございます。 

 また、資料 23ページ目、ご覧いただきますと、議事の関係でございます。 

 説明会におきましては、事業者と住民の方々とのコミュニケーション、もしくは理解を深

めていただくというところを目的とした説明会でございます。こうした観点からは、事業者

から説明事項を一方的に説明するということではなく、説明会の議事といたしましても、質

疑応答の時間を設け、住民の質問に対して誠実に回答することを求めていくことが基本に

なってくると考えてございます。 

 その上で、質疑応答等でございますけれども、一つ目の矢羽根、質疑応答につきましては、

住民からの質問等に十分に対応できる質疑時間を確保することが必要ではないかと考えて

ございます。その際、事業者・住民の方々の予見可能性の確保の観点、説明会の形骸化を防

ぐという観点等を勘案したときに、一つの考え方といたしまして、質疑時間として確保すべ

き時間を具体的に示していくことが適切かといった論点がございます。 

 また、二つ目の矢羽根ですけれども、質疑時間超過後に残った質問等に対応するために、

もしくは質問等がなくなったということを客観的に確認するという観点を含めまして、説

明会終了後に、事業者が一定期間、先ほど那須塩原市さんの例ですと 14日間でございまし

たが、一定期間、質問募集フォームなどを設けまして、当該フォームに提出された住民の質

問等に対しまして、事業者が書面、または再度開催する説明会におきまして、誠実に回答す

るといったことを求めてはどうかといったのを一つずつの対応の方向性かと考えてござい

ます。 

 ※で記してございますとおり、こうしたプロセスを設けるということになりますとすれ

ば、説明会開催後に受け付けた質問等に対しまして、事業者が書面での回答や、再度の説明

会の開催を行わないという場合には、説明会等の認定要件を満たさないといった、そうした

位置づけということの整理もできるというふうに考えてございます。 

 続きまして、③周辺地域の住民の範囲でございます。資料 25ページ目をご覧いただけれ
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ばと思います。資料 25ページ目、ご覧いただきますと、前々回お示しいたしました説明会

に関する論点の基本的な考え方といたしまして、①住民説明会の対象は範囲の明確性が必

要だということでございます。客観的な基準が必要ではないかといった点。また、②ですけ

れども、その中でも、地域の実情を踏まえた柔軟な対応を行うことも重要ではないかといっ

た、この二つの視点、観点があるということをお示しさせていただきました。 

 26 ページ目、ヒアリングのポイントですけれども、委員の皆様方からは、やはり事業の

実施場所からの距離を基本としてはどうかといった点のご指摘をいただいてございます。

また、特段の配慮が必要なエリアが設定されている場合など、自治体との協議の上でその範

囲を調整できるような形がよいのではないかといったご指摘。地域の実情に配慮すること

が重要ではないかといったご指摘もいただいてございます。 

 自治体の方のヒアリングということで、山梨県さんからは、説明が対象者でございますが、

事業区域が所在する町や字の区域に居住する住民やその自治会、また、事業実施により自然

環境、景観などに著しい影響を受けるおそれがある地域について個別に判断するといった

ことでございます。 

 また、那須塩原市さんのほうでは、大規模事業では 100ｍ以内、小規模事業で 50ｍ以内を

近隣区域とした上で、近隣区域の居住者、土地・建物所有者、賃借権等の権限により土地・

建物を使用する者、自治会等の代表者を説明会の対象としているといったご報告をいただ

いてございます。 

 資料 27ページ目、事業者団体の方からのご指摘でございますけれども、範囲を一律に定

めることは困難ではないかといったご指摘。規模ごとに発電所の敷地境界からの距離を指

標とすることはあり得るかなといったご指摘もいただいてございます。 

 二つ目の矢羽根ですけれども、風力の関係では、住民の範囲につきまして、市町村と、ま

た場合によっては、それを県等に相談・確認をした上で対応しているのが一般的といったご

指摘もいただいてございます。 

 地熱の場合には、調査・開発区域の行政区域内の住民の方を対象にといった例があるとい

うこと。また、バイオマス発電事業者におきまして、発電所の敷地境界から 100ｍ以内の地

権者・地上権者・地元関係者等を周辺の住民とした事例があるといったこと。また、市町村

の協議をした上で、地区の区長さんにも相談しているといったご指摘もいただいてござい

ます。 

 また、少し規模の大きなバイオマスの関係では、市町村や周辺地域の区長・地区長と事前

相談を行って、周辺地域の住民の範囲等を決定する場合が多いということで、実績としては、

発電所から、規模が大きいということもございまして、おおむね２～３ｋｍの程度を範囲と

しているものもあるといったご指摘でございました。 

 資料 28ページ目、「周辺地域の住民」の範囲についての考え方ということでございます。 

 まず、客観性・明確性を有する数値基準というふうにくくってございます、一つ目の黒丸

でございますけれども、住民の方々、事業者の方々の予見性を確保するという観点からは、
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電源種・規模を踏まえて、客観性・明確性を有する数値基準を設定するということが重要で

はないかといったことでございます。 

 本ＷＧにおきます、これまでの議論やヒアリングを踏まえますれば、電源種・規模ごとに

発電所の敷地境界からの距離による数値基準を設定することとしてはどうかというもので

ございます。 

 具体的な数値基準ですけれども、電源の特性ですとか、また既に策定されておられます条

例に基づく説明会におきます住民の範囲などの例も参考にした上で、次回以降の本ＷＧで

検討させていただければと考えてございます。 

 論点といたしまして、矢羽根の一つ目、土地・建物所有者、賃借権などの権原によりまし

て、土地・建物を使用する者も対象とするといった例、ヒアリングでもございましたけれど

も、一方で、事業者にとりましては、こうした権原を有する者の特定が困難な場合もござい

ます。こうした点を踏まえますと、周辺地域の住民につきましては、発電所の敷地境界から

一定の距離内の居住者を原則としてはどうかといった方向性でございます。 

 他方で、条例に基づく説明会におきましては、隣接地におきまして、土地の所有者等を対

象としている例もございます。そういう場合におきまして、居住者以外の者についてどのよ

うな取扱いをしていくのがいいのかといった論点もございます。 

 併せまして、28 ページ目の後半ですけども、地域の実情を踏まえた対応ということで、

地域の実情に応じた柔軟な対応を行うという観点では、事業実施による自然環境、生活環境、

景観などに影響を受けるおそれがある地域を特定としながら、自治体等への相談を行った

上で、そうした実情を踏まえた説明会を開催すべく対象の住民の方々を特定しているとい

った例もございました。 

 また当然、我々再エネ特措法の事業ガイドラインにおきましても、配慮すべき地域の住民

の方々につきまして、自治体とも相談するといったことなども、既に努力義務とさせていた

だいているところでございます。同時に、複数の委員からもご指摘いただいたように、自治

体の方々の事務負担にも配慮することも必要ということでございます。 

 こうしたことを踏まえまして、資料 29ページ目でございますけれども、周辺地域の住民

の範囲ということでございますが、①予見可能性を確保するという観点からは、電源種・規

模ごとに、発電所の敷地境界からの距離による数値基準を設定し、当該範囲内の居住者を基

本とすると。その上で②ですけれども、自治体の事務負担にも配慮しながら、設置場所等を

踏まえつつ、地域の実情に応じた柔軟な対応を行うということも重要ですので、こうした観

点からは、説明会開催が要件と求められる事業について、地域の実情を把握する市町村への

事前相談を行うことを求め、市町村から意見があった場合には、その意見を尊重し、当該者

を「周辺地域の住民」の範囲に加えてはどうかといった方向性でございます。 

 なお、※でございますが、市町村の境に近接して事業を実施される場合もございますので、

そうした場合には、まず、実施場所が属する市町村に他の市町村への相談の要否を確認し、

相談が必要という場合には、同様に隣接の市町村の方々にも事前相談を行った上で、周辺地
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域の住民の範囲に加えてはどうかといったことも補足的に記載させていただいてございま

す。 

 30ページ目以降に、総務省さんの調査の中間整理におきましては、例えば事例の 5-3で、

上のボックスに記載がございますが、これは太陽光の低圧でございますけれども、設置の予

定地から流れ出る水の被害が心配ということで、下流域、小高い丘の上に設置しようという

ことで、その下の下流域の住民の方々を説明会の対象にしてはどうかといった、そういうや

り取りがあったということ。 

 また、30ページ目ですけれども、これは隣接する土地、または建築物の所有者、占有者、

管理者も説明会の住民の対象とされているといった例もございます。 

 31 ページ目、真ん中の 2-3 ですが、隣接する土地の所有者などに加えまして、イと書い

てございますが、事業区域の境界からおおむね 300ｍ以内の区域に居住する住民の方々、ま

た、ウですけれども、その住民が所属する自治会の会長なども対象とするといった例もござ

います。 

 事例の 2-4でございますけれども、事業区域に隣接する土地について所有権、賃借権を有

する者、また、建築物についても同様の取扱いということで、住民説明会対象の方というこ

とを明記しておられる条例もあるということでございます。 

 32 ページ目ですが、真ん中の事例の 2-6 では、先ほど 300ｍといった事例をご紹介しま

したが、こちらの自治体では、事業区域の境界からおおむね 100ｍ以内に居住する者という

ことを明記してございます。 

 また、事例 2-7ですが、これは小形風力の発電につきましては、風車を支持する工作物の

中心が 200ｍということ、また、マイクロ風力発電設備のような、そういう場合には、当該

風車の支持する工作物の中心が 100ｍ以内といった区域に居住する者ということを中心に

ということでございます。 

 続きまして、34ページ目以降、説明会の開催時期・回数でございます。 

 ヒアリングでのポイントが 34ページ目でございますが、ヒアリングにおきまして、山梨

県さんのほうからは、環境や景観に及ぼす影響ということで、最低２回の説明会の実施を求

めているといったご指摘もいただいてございます。また、事業者団体の方々からは、風力に

ついては、通常早ければ風況調査の着手時から建設工事まで、各段階について説明会を複数

回開催しているといったご指摘、地熱の場合は毎年度、年度末に開催している例があるとい

ったこと。また、中小水力では、事業化判断までに説明を実施しているといったこと。バイ

オマス発電につきまして、必要に応じて複数回説明会を実施しているということなどのご

紹介がございました。 

 これらを踏まえまして、資料 35ページ目でございます。説明会の開催時期・回数でござ

いますが、まず、説明会の開催時期でございます。再エネ設備の設置場所や規模（出力）と

いった事項が基本的に定まっているということが、当然再エネ特措法のＦＩＴ／ＦＩＰの

認定の時点で求めてございますので、この点を前提にいたしますと、当然、申請の段階でも
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こういったものが固まっていくということでございますので、こうした申請までの中で、あ

らかじめこうした要件を充足する説明会を開催していくという観点からは、設置場所です

とか、規模（出力）をしっかりと具体的に確定させた上で、ＦＩＴ／ＦＩＰの認定を申請す

るといったフローが基本だろうと考えてございます。 

 同時に、説明会におきます住民の意見・質問などを踏まえまして、事業者がこうしたプロ

セスを踏まえて、対応を検討、具体化するための十分な期間を確保することも併せて必要と

考えてございます。 

 これらを踏まえますれば、説明会ですが、ＦＩＴ／ＦＩＰ認定申請の一定期間の前、例え

ば３か月前といったことを目安に実施することを求めてはどうかといったことでございま

す。 

 また、説明会の開催回数でございますけれども、説明会の開催回数につきましては、まず

一つ目の矢羽根ですけれども、1回の説明会に多くの住民が参加いただくという中で、円滑

なコミュニケーションを図ることが、相対的に難しくなる場合も想定されるということで

ございます。こうした観点からは、例えば参加される方の人数の規模に条件を設けるという

ことなので、同じ内容の説明会を何回かに分けて開催するといったことも必要となる場合

があるのではないかといった論点が一つ目。 

 二つ目ですが、説明会開催後も、先ほど別の項目でもご紹介いたしましたが、住民からの

質疑等が多い場合などにおきましては、住民の関心事項に応じまして、同一の住民の方々を

対象に、複数回の説明会の開催が必要となる場合もあるのではないかといったのが二つ目

の論点でございます。 

 また、こうした開催する回数的な要件ということを仮に定めるにいたしましても、当該要

件の回数を超えて、事業者が任意の説明会を追加的に開催することは妨げないといったこ

とも当然論点としてございます。 

 併せて 36ページ目でございますが、こうした説明会については、特に周辺地域の住民へ

の影響が多い場合には、さらにプロセスを明確にしていく必要があるのではないかという

ことでございます。 

 一つ目の黒丸に書いてございますとおり、事業実施による周辺地域の住民への影響が大

きいと、また、関係法令における許認可等を要するといった場合におきまして、住民説明会

におきますプロセス、特に事業の初期段階からしっかりとコミュニケーションを図ってい

くことがより一層重要になってくるだろうということでございます。 

 このため、下記①②③と掲げておるような場合におきましては、まずＦＩＴ／ＦＩＰの認

定申請前ということを当然やることに加えまして、事業実施の早期の段階ということで、今

回の例として挙げているような、関係法令の許認可を事前に取得する、もしくは届出が必要

だという場合には、そうした関係する手続の申請前におきましても、説明会の開催を求めて

はどうかということでございます。 

 したがいまして、ＦＩＴ／ＦＩＰの認定申請前というところ、先ほど３か月前までに開催
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するということのより前に、事業の実施の早期段階というところで、さらに１回開催すると

いうことを求めてはどうかということで、合計２回のタイミングでは、この認定要件という

中におきまして、ＦＩＴ／ＦＩＰの中の要件として求めてはどうかというものでございま

す。 

 具体的には、①ＦＩＴ／ＦＩＰの認定申請要件としておりますような、許認可として必要

な森林法ですとか、盛土規制法、砂防三法におきます許認可の関係、これの申請前の段階で

１回開催が必要じゃないかということ。 

 また、環境アセスなど、条例アセスを含めた環境アセスメントの対象ということで、これ

は配慮書の申請段階ということになってくると思いますけど、こうした申請段階の前とい

うところでの説明会の開催をまず初期の段階で求めてはどうかというもの。 

 また、条例におきましては、自然環境・景観の保護等を目的として、開発や、工作物の設

置に当たって許認可・届出等を求めている場合には、申請前に必要ではないかということで

ございます。 

 また、加えて３点目でございますが、環境アセスの場合、先ほど上記の②の関係の場合に

おきましては、環境アセスの結果を踏まえた事業内容の説明をするための説明会というこ

とで、アセスによっては、やはり設備の配置場所なども変わってくるということでございま

すので、事業内容を説明するための説明会の開催をアセスメントの結果を踏まえた形で求

めるということで、環境アセスの対象になっている場合には、最低３回の認定申請の要件化

に伴う開催を求め、その報告をしっかりと確認していくということとしてはどうかという

ものでございます。 

 なお、資料の 37ページ目でございますが、総務省さんの調査の一つの例といたしまして、

これは申請後の段階、要は、開発工事の段階のときの説明会の開催ということで、この中で

も実際の説明との関係で、実際のいわゆる申請前の段階から、その後の対応を見ながら、し

っかりと事業者に取組を求めていくということで、取組を改善し、地域と共生する形の方向

性が具体化していっているという例も総務省さんの調査に含まれてございます。したがっ

て、複数回の開催ということ、また、ＦＩＴ／ＦＩＰの申請後以降におきましても、今既に

再エネ特措法上、地域の方々とのコミュニケーション、これは努力義務としてございますが、

こうした必要な説明会を行っていくということが有効であるということの一つ示唆なのか

なというふうに理解をしているところでございます。 

 資料の 38ページ目、説明会に関する他の論点ということでございます。 

 39 ページ目、ご覧いただきますと、自治体の方々から、山梨県におきましては、特に開

催に当たりました印刷物の配布、自治会の回覧板などによりまして、開催案内を実施してい

るぞということで、説明会には、設置許可申請者、いわゆる再エネ発電事業者が必ず出席す

るということを求めているということ。また、開催状況の記録を作成し、議事録を県に提出

するということを求めているということのご報告でございました。 

 また、那須塩原市さんにおきましては、説明会開催後に、説明会実施報告書を市に提出す
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るということでございます。 

 国への検討の示唆といたしましては、説明会資料一式、参加者一覧、議事録などを国に提

出することを求めてはどうかというふうにご示唆いただいてございます。 

 ヒアリングで事業者団体の方々からは、地熱の関係では、地域説明会に当たっての開催情

報、回覧チラシ、地域におけます回覧チラシで連絡している例もあるといったご紹介。 

 また、バイオマスの関係では、質疑応答に責任を持って回答できる者が出席する必要があ

るといったご紹介もございました。 

 これらを踏まえまして、40 ページ目でございます。説明会に関するその他の論点の一つ

目、説明会の開催案内でございますけれども、一つ目の黒丸、説明会の日時・場所を明確に

した上で、説明会の開催２週間前までに実施することとしてはどうかというものでござい

ます。また、認定申請時には、開催案内を実施したことを証する資料の提出を求めてはどう

かというものでございます。 

 二つ目の黒丸ですけれども、開催案内の方法ですけれども、ポスティング、戸別訪問、回

覧板、自治体広報誌の活用、事業者ホームページなどがございますけれども、まず、ポステ

ィング、戸別訪問、回覧板、自治体広報誌の活用を原則としてどうかということでございま

す。また、事業者のホームページの掲載ということも選択肢はあろうかと思ってございます

が、事業者の方々にとって、ホームページへの掲載を認知するきっかけと合わせて措置を講

じていただくということが必要かということで、上記のような周知方法との組合せが必要

ではないかというふうに考えてございます。 

 また、資料 41ページ目です。説明会に出席すべき説明者についてでございます。 

 一つ目の黒丸、説明の責任者を明確化という観点からは、説明会には再エネ発電事業者自

身の出席を求めるべきと考えてございます。 

 また、二つ目の黒丸ですけれども、専門的・技術的知見を有する委託事業者等が同席する

ことは有効な手段となる可能性があるということでございますが、この場合であっても、説

明の責任主体は、再エネ発電事業者となる点には留意が必要だということでございます。 

 また、※で書いてございますが、後でもご紹介しますけれども、再エネ事業者の方々、住

民とのコミュニケーションという観点からは、地域の実情をよく把握されておられます市

町村の方々が説明会に出席されて、有効にコミュニケーションを図っていただいている例

もございまして、市町村の方々が説明会に出席できるというふうに、出席を可能とするとい

うふうにしておいてはどうかというものでございます。 

 また、ＦＩＴ／ＦＩＰの認定後に、事業譲渡等の計画内容に変更があった場合の取扱いで

ございます。これも、これまでの事業技術検討会を含めましてご議論を賜っているところで

ございますが、一つ目の黒丸、全体では三つ目の黒丸ですけれども、事業譲渡や実質的支配

者の変更がある場合と。これによって、事業者を交代する場合には、当然ですけども、事業

者と住民の方々の間で、コミュニケーションをしっかりと改めて図る、確認する必要がある

ということでございまして、改めて説明会の開催を求めることが適切だというふうに考え
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てございます。 

 また、二つ目の黒丸ですけども、再エネ発電設置事業の重要な項目に変更がある場合には、

当然周囲への影響という観点からも変化する可能性がございますので、併せて説明会の開

催を改めて求めてはどうかというふうに考えてございます。 

 具体的には、再エネ発電設備の増出力によって、説明会の開催が必要な場合に新たに該当

する場合ということ、例えば 35ｋＷだったもので、説明会までは求めていない、整理され

たものが出力の増加ということで、例えば 60ｋＷになった場合には必要になってくるとい

うことでございます。 

 また、再エネ発電設備の認定出力・パネル出力を一定規模以上変更する場合にも、そうし

た実質的な変更が伴うということで、説明会対象にしてはどうかということ。また、再発事

業の設置場所を変更するということで、こうした場合におきましても、そうした説明会の対

象としてはどうかといった方向性でございます。 

 42 ページ目は、総務省さんの調査でございますけれども、真ん中のｂというところで、

発電事業のほかに、設計事業者・施工事業者や保守点検事業者が参加することで、的確に対

応しているような事例もあったということでございます。 

 また、合わせまして、43ページ目ですけれども、市の方が住民説明会に出席し、助言・調

整を行うことで、高圧案件でもしっかりと具体的な対応を促し、事業者において具体的な対

応が実施されたといったご紹介もいただいてございます。 

 44 ページ目です。説明会に関するその他の論点ということで、説明会を開催したことを

証する資料の関係でございます。 

 一つ目の黒丸ですけれども、説明会案内を実施したことを証する資料、説明会の議事録・

出席者名簿・配布資料・質問フォームなどにおきます質問等と回答ということに加えまして、

説明会の概要を報告する概要報告書と、ここでは仮で言っていますけれども、こうしたもの

の提出を求めることとしてはどうかということでございます。 

 その上で、事業者の申請内容、報告内容に虚偽が発覚した場合には、当然ですけども、必

要な要件を満たさない申請といたしまして認定を行わないということ、仮に認定後であっ

たとしても、虚偽が発覚した場合には認定を取り消すといった厳格な対応を行うというこ

とでございます。 

 こうしたプロセスを踏めるように、実効的に踏めるように、事業者が報告した説明会の内

容に疑義が生じた場合に検証を行えるようなプロセス、対応が必要だと考えてございます。 

 一つ目として、矢羽根ですけれども、一つ目の対応策といたしましては、説明会での説明

内容等につき疑義がある場合に、住民の方が資源エネルギー庁に対して通報を行うことが

できる通報フォームを整備してはどうかというもの。 

 二つ目です。こうした住民の方々からの通報等も一つの端緒といたしまして、事業者から

の申請内容に疑義が生じた場合には、資源エネルギー庁から事業者に対して報告徴収等を

実施し、説明会の録画や録音の提出を求めたいと考えてございます。 
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 その際に、再エネ事業者が客観的な証拠を提示できるように、ＦＩＴ／ＦＩＰ認定の認定

基準といたしまして、説明会の全景の録画及び録音といったものの保管を求めてはどうか

というふうに考えてございます。当然※で書いてございますとおり、プライバシーなどの観

点から、事業者が広く対外公表するというものでなく、事業者においてＦＩＴ／ＦＩＰ認定

事業者にその保管を求めるということでございます。 

 資料の 45ページ目は、総務省の調査のご紹介ですけれども、住民の説明会の実施結果に

つきましては、下に（様式）ということで、所在地ですとか、説明会の開催日、開催回数、

開催場所、説明者のお名前、そういったこと、また説明の状況、また地域住民の意見や要望、

それへの回答などを記した様式を報告として求めているといったご紹介もいただいてござ

います。 

 また、46 ページ目ですけれども、説明会で説明した内容と異なるということで、市から

事業者に対しお話をいただいて対応が変わったということで、実際に説明会で説明されて

いた内容と異なる場合、先ほどフォームで住民の方々から直接エネ庁のところに通報でき

るような仕組みと申しましたが、こうした説明会での説明事項とその後の対応ということ

が異なるといった場合におきましても、こうしたフォームの活用ということが一つあるの

かなと考えているところでございます。 

 最後になります。ちょっと説明が長くなって恐縮でございます。 

 説明会以外の方法による事前周知というところでございます。委員からの指摘事項とい

たしまして、自治体からのポイントといたしましては、ポスティング・戸別訪問・回覧板な

どの方法も可としているということで、また、おおむね１～２週間程度の意見募集期間を設

けているということでございます。対象となる住民の範囲は説明会と同じだということで

ございました。また、様々な方法によりまして、メリット・デメリットがあるので、様々な

方法を取れるようにということが望ましいといったご指導をいただいてございます。 

 事業者団体の方からは、市町村が住民向けに発行している広報媒体も利用することもあ

るといったこと、また、説明会以外の方法としては、看板、事業者ホームページ、市の情報

誌などの活用を考えられるといったご指摘でございます。 

 資料 49ページ目でございます。事前周知の方法でございますけれども、適切かつ十分な

情報提供が併せて必要だというふうに考えてございます。ポスティング、戸別訪問それぞれ

のメリット・デメリットといたしまして、三つここで考えてございます。回覧板・広報誌に

つきましては、地域に密着した形での情報提供でございますが、一方で、一度に掲載できる

情報の量には限度があるといった点も留意が必要です。また、ポスティング、戸別訪問、事

業者ホームページの掲載といった方法につきましては、多くの情報を提供することが可能

であるといったポイントがございます。 

 一方で、事業者のホームページの掲載につきましては、住民の方々にとりまして、ホーム

ページの掲載を認知するきっかけがないということで、様々な組合せが必要であるといっ

た留意点がございます。 
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 これらを踏まえますと、まず、（ⅰ）といたしまして、ポスティング、または戸別訪問に

よる方法を基本としてはどうかということ。また、回覧板、または自治体広報紙を活用して

事業者ホームページのリンクを示した上で、当該事業者のホームページに情報を掲載する

方法もあるのではないかということで、事前周知の方法といたしまして、しっかりと十分な

説明、情報量を提供するための方策ということの検討の方向性でございます。 

 50ページ目ですが、事前周知での説明事項などについての論点でございます。 

 ほかの自治体さんのご指摘もいただいたとおりですが、基本的には、周辺地域の住民に対

しまして、適切かつ十分な情報が提供されることが重要だということで、説明会で求める報

告内容と原則同じということとしてはどうかということでございます。 

 二つ目の黒丸ですけれども、事前周知を行うべき周辺地域の住民の範囲ということにつ

きましては、電源種・規模ごとに、先ほど申しました、発電所の敷地境界からの距離による

数値基準を設定し、その範囲内の居住者を対象としてどうかというものでございます。 

 また、周知の期間ですが、一定期間前ということで、３か月前までに実施してはどうかと

いうことで、事前周知の際には、必ず質問等の提出先・提出期限など、例としましては、２

週間以上の期間を設けてはどうかということでございますけれども、提出された質問など

には、事業者が書面において誠実に回答することを求めてはどうかというものでございま

す。 

 最後になりますけれども、事前周知を行ったことを確認するために、必要な概要報告書の

提出を求めてはどうかということで、その上で、先ほどの説明会と同じですけれども、申請

内容に虚偽があった場合には、必要な要件を満たさないとして認定を行わないということ、

加えて、認定後に虚偽が発覚した場合には、認定を取り消すといった厳格な対応を行ってま

いりたいというふうに考えてございます。 

 事務局からは、長くなって恐縮でございますが、以上でございます。 

○山内座長 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、今のご説明、一括していただいたわけですけれども、これ議論は、議題が非常

に多いので、ちょっと分けて議論をしていただきたいと思います。 

 論点としては１～６までありましたよね。そのうちの前半が１～３、これをまず議論して、

その後で４～６というふうにしたいと思います。 

 それでは前半の議論として、論点の１～３まで、ご発言をご希望の方はチャットボックス

で発言希望というような形でお知らせをいただければと思います。 

 いかがでございましょう。どなたかいらっしゃいますか。 

 今日は説明会の概要について案をいただいたということであります。１～３までは説明

会をする事業者の事業の範囲と、それから内容、それから周辺住民の範囲ということで、ご

議論をいただいたらと思っております。 

 興津委員がご発言をご希望でしょうか。それでは、どうぞご発言ください。 
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○興津委員 

 興津です。ご説明、どうもありがとうございました。 

 私からは２点ほど意見を申し上げたいと思います。 

まず、スライドで申しますと 23ページになるのですけれども、説明会の議事についてで

ございます。これですね、前回のヒアリングの際に、事業者団体のどなたかからか、この説

明会というのは住民からの質問に対して答える場であって、住民の意見を聞く場では必ず

しもないんだといったようなご発言があったように記憶をしております。 

説明会の目的といたしまして、住民から同意を取るということを目的としているもので

はないという点では、そういう言い方もできるのかなと思うんですけれども、ただ、今回の

資料でも質問と意見が並べて併記されておりますとおり、必ずしも両者が峻別できるよう

なものではないのだろうと思います。 

 そういたしますと、まさにこの 23ページのスライドに、誠実に回答することを求めると

いう文言がありますけれども、事業者さんにおかれましても、しゃくし定規にご意見につい

ては聞きませんというような対応を取るのではなくて、住民と事業者との間でコミュニケ

ーションを取っていただいて、合理的な根拠のある住民の不安については解消する努力を

していただくということを求める必要があるのではないかというふうに考えました。これ

が一つ目です。 

 それから、二つ目はスライドの 29ページ目になります。「周辺地域の住民」の範囲２の設

定の仕方につきまして、①で、いわば定量的な指標を示し、②で、定性的と申しますか、自

治体に相談をした上で、地域の実情を踏まえて、さらに柔軟な範囲設定をするという案を出

していただきまして、これ大変工夫された案ではないかと思いました。その際に、ちょっと

留意すべきことが、さらに二つほどあるかと思いましたので申し上げます。 

 一つは、自治体の中には、これまでに再エネ関係の対応したことがあって、ノウハウを持

っている、知識、経験が蓄積されているというところもあれば、これまでに全然そういった

対応したこともないというところもあろうかと思いますので、とりわけ後者のような慣れ

ていない自治体については、特に制度の最初のほうは適切な対応ができるように国のほう

でサポートいただくなり、経験のある自治体とその経験を共有する場を設けるなりといっ

たことをしていただくのかよいのかなというふうに思いました。 

それから、留意すべき点の二つ目といたしましては、事業者が自治体に相談をして、自治

体のほうで説明会をすべき住民の範囲を述べると、そういう仕組みになっているわけなん

ですけれども、多くの自治体においては、公正かつ中立な対応をしていただけることと期待

はしておりますが、ただ、もしかしたら自治体のほうで非常に拒絶的な姿勢を示して、例え

ば、著しく不合理、広範囲にわたる範囲を示して、事業者のほうが困るといったことは制度

の運用として望ましくないと思いますので、そういったことがないようにというふうには

思うところであります。 

その対応策と申しますか、こういうことをしてはどうかなということといたしましては、
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例えば自治体のほうで、そういった周辺、説明会が必要な範囲について教示をする際に、書

面で教示をして、ある程度根拠とか理由をその中で示していただくといったことをしてい

ただいてもよいのかなというふうに思いました。 

 自治体のほうで周辺住民の範囲を示すという行為が、行政法の概念で申しますと行政指

導に当たるかどうかというのが、ちょっとなかなか微妙なラインかなというふうに思って

おります。この範囲で説明会をしてくださいというふうに求める行為になれば、行政指導と

いってよいかと思うんですが、説明会をするべき範囲の情報を提供するというのにとどま

ると、ちょっと行政指導とは言い切れないかもしれないなと。自治体が行う行政指導につい

ては、各自治体が制定・施行をしている行政手続条例が適用されて、その規定にのっとって

書面の交付なども行われることになるとは思うんですけれども、その範囲の設定に関する

自治体の回答が、行政指導に当たるか否かを問わず、このＦＩＴ制度の範囲内で、例えばガ

イドラインなどを設けるなどして、書面の交付を求めて、それでもって手続を透明化してい

くといったことも考えられるかなというふうに思いましたので、意見として申し上げたい

と思います。 

 私からは以上です。 

○山内座長 

 ありがとうございます。次は、神山委員、どうぞご発言ください。 

○神山委員 

 神山でございます。私も事務局案が大変丁寧に論点出し等、作成していただいていると思

っておりまして、それにコメントという形で４点ほど述べさせていただきたいと思います。 

 まず 10ページ目でございまして、法律と条例との関連でございます。 

 この図のとおり、那須塩原市さんも再三おっしゃっておられましたけれども、地域の実情

を踏まえて、自治体が条例において独自に説明会の開催を求めることを妨げないというこ

とを仕組みとしておくことに賛同いたします。法律で基本設計化しておいて、地域の実情に

応じて設定すべき基準の条例化というのが求められているということでございますので、

これも併せて自治体に周知していただければというふうに考えております。 

 また、この図の部分なんですが、法律に基づく説明会の部分というのが大きく書かれてい

ますよね。ですので、条例策定まで手が及ばないという自治体というのもあろうかと思いま

すので、そうした部分にも備えていただいているかなというふうに思っておりまして、基本

的な部分は、まずは法律でというふうに考えていただいているという意味だろうというよ

うに、私は解釈をしております。 

 続きまして、18ページでございまして、那須塩原市さんの条例で、説明会から 14日以内

に書面で事業計画に対しての意見を申し出ることができるという部分なんですけれども、

こうした規定はぜひ取り入れていただきたいと思っています。説明会が所定の時間内に終

わらなかった場合ですとか、質疑応答が不十分であった場合のためですとか、また回答をよ

り丁寧にしたいという事業者さんがいらっしゃるときのコミュニケーションのためにも、
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できるだけ透明性のある形で規定しておくということが重要であろうというふうに考えて

おります。また期間を区切ることで、事業者にとっても、常に類似の質問や要望等が繰り返

しなされるというリスクを避けることができると思っています。 

 続きまして、19 ページでございます。各電源の扱いというのをどうされるのかなという

ふうに思っていたんですけれども、共通項目とは別に、別表なり、具体的な項目を示してい

ただけるということになっておりますので、そのようにお願いしたいと思っています。 

 また、28、29 ページで、まず 28 ページの「周辺地域の住民」の範囲なんですけれども、

客観性、明確性を有する数値基準を設定するということに賛同しております。 

 そして、この辺りのところなんですが、最近出た判例で、いわゆる納骨堂の周辺住民の原

告適格を認めた事案ということで、最高裁判例の令和５年５月９日のものなんですけれど

も、住民の忌避感情ですね、忌避施設に関する住民の忌避感情への対処の必要性というとこ

ろで、やはりセンシティブな人に合わせる必要があるのかもしれないなというふうに、私自

身もかなり考えさせられた案件でございました。宗教感情でもあるので、全くイコールとい

うようには考えられないんですが。ですので、原告適格の範囲に係る紛争というのを未然に

予防する観点でも、やはり省令で明確に範囲を規定しておく必要というのがあろうかと思

っております。 

 また、29 ページなんですけれども、興津委員もおっしゃっていただいたんですが、この

自治体から出される意見の部分なんですが、曖昧さを残さないように、複数の事業者に対し

て、客観的な基準で同一の意見が出されるようにということを私からは要望したいと思っ

ております。ですので、手続的な透明性、明確性というのをやはり十分に確保できるように、

自治体においてご準備いただくことというのを求めたいと思います。 

 ですので、この意見の出し方については、必要であれば、エネ庁さんのほうで自治体の支

援というのをしていただければと考えております。 

 以上でございます。 

○山内座長 

 ありがとうございました。それでは、次に大貫委員、どうぞご発言ください。 

○大貫委員 

 私からは１点申し上げます。実は神山委員が今おっしゃったことと密接に重なるんです

が、18ページ、重なるんですが、もう一度申し上げますと、18ページの那須塩原市の説明

会から 14日以内に書面で事業計画に対する意見を申し出ることができるということがされ

ております。これは非常に有用だというふうに思います。 

 また、19 ページには、太陽光発電協会の意見として、説明後の住民とのコミュニケーシ

ョンの例として、一定の期限を定め、住民から事業者に対する意見、質問、意見提出フォー

ムに提出もらう方法があるんではないかと。これも大賛成で、先ほど神山委員がおっしゃっ

たように、こうした仕組みは、再エネ特措法上、ぜひ設けてもらいたいと思います。当日の

説明会だけに終わらず、その後のコミュニケーションを確保するということが大変重要だ
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からでございます。 

 ここから少し今回の説明会にのみ関わることではないことを少し付け加えます。 

他方で、このような説明会を中心とする業者と住民のコミュニケーションの確保のみで

問題が解決するわけではないことは言うまでもないことだと思います。再エネ特措法にお

いては、つまり説明会を中心とするコミュニケーションだけに終わりにしないということ

が大事だと思います。 

再エネ特措法においては、事業者は稼動後も少なくとも住民からの質問に真摯に対応す

るべきことを、どこかで明確にしておいてはどうかと思っております。事業者と住民が協定

を締結して、資料開示や、立入調査を規定することが十分に可能だと思いますが、そうした

より積極的な関係性の構築の一歩手前のところで、最小限の関係性、コミュニケーションを

確保するということは、再エネ特措法で明確にしておいてよろしいのではないかというふ

うに思います。つまり、質問に真摯に事業者は答えると。これは説明会の後だけに限らない、

説明会においてのみに限られないということではないかと思っております。 

 そして、この質問を非常に長いスパンで設けますと、もちろんトラブルがいろいろ生じる

と思うんですね。事業者が真摯に対応しない場合というのは十分考えられます。他方で、事

業者の真摯な対応に対して、住民が不満を申し述べるということに終始している場合もあ

ろうかと思います。こうした場合に、どうするかということも、やはり考えておく必要性が

あるのではないかと思います。 

 事務局の説明の中に、エネ庁への通報ということが、先ほどちらっと出てきたのですけれ

ども、この窓口において、今言ったような質問をめぐる様々な事業者と住民とのトラブルを

一種のあっせん的に解決するというようなことが、なされたほうがよろしいのではないか

と思っております。説明会に必ずしもかからないところまで申し上げました。 

 以上でございます。 

○山内座長 

 ありがとうございます。今、３名の方のところで、事務局からコメントいただきます。 

○事務局 

 事務局でございます。まず興津委員から、複数のご指摘をいただきました。まず、しっか

りと説明会の場というところでは、コミュニケーションをしっかりと取っていくというこ

とで、ご意見だというふうに理解しましたけれども、質問、意見を峻別することなく、しっ

かりと住民のご不安ということの理解を深めていくようなコミュニケーションをしっかり

取っていくというところで、我々事務局としては誠実に回答する、コミュニケーションの場

として、しっかりと位置づけていくということが大切だというふうに理解をしてございま

す。この辺は、委員ご指摘のとおりかなと思ってございます。 

 また、資料 29ページ目にございました、住民の範囲として２点留意すべき点として、ご

指摘をいただいてくださいます。 

 まず、自治体の中には、まさに今回、オブザーバーでご参画いただいております山梨県さ
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んですとか、那須塩原市さんのように、既にいろいろ取組をされておられる、守られている

自治体と、そうじゃない自治体ということで、後者の自治体については、しっかりサポート

いうことも選択肢じゃないかということで、我々も今、自治体の方々との連絡会ということ

を年に、オンラインということも含めて開催をしてございます。既に 300 前後の自治体の

方々と直接つながりながら開催をしてございますが、まさに今回、こうした説明会の認定要

件化という中にありまして、どちらというと、これまでの自治体さんとの関係で言えば、慣

れておられる、もしくはいろいろトラブルに直面されておられる自治体さんとの関係性が

深かったということもございますので、今後こうした認定要件化に伴いまして、より幅広く

自治体の方々に対するサポート、もしくは情報提供というところをしっかりとできるよう

なことを、我々もこうした省令改正などを行った上で、しっかりと周知期間を置きながら、

また、制度運用開始後も、こうした取組を重ねていくということをやっていければと考えて

ございます。そうした中で、自治体の方々にも、ご負担をなるべく少ない形で、いかに効率

的にやっていただけるかという視点を持ちながら、常にやっていきたいなと思ってござい

ます。 

 その中で、２点目ご指摘いただきました、住民の範囲などにつきまして、やはり書面等で

の合理的な根拠とか、理由とかを示していただくような形ですとか、もしくはその手続の透

明化という観点の、二つ目のご指摘もいただいてございます。 

 これにつきまして、我々のほうも、先ほどの前半にも伴いますけれども、様々な情報の提

供ということを前提にしつつ、併せて自治体の方々が簡易な形で、また対応できるというこ

とも併せて重要ですので、例えば、幾つかの、先ほど総務省さんの調査にありましたような、

典型的な対象となるようなところについてはチェック・ザ・ボックスでチェックできるよう

なこと、またそれ以外のところについて、特段の対象として追加したほうがいい場合には、

その場合には積極的な理由ですとか、そういったものを少し書いていただくといった、そう

いったやり取り、いずれにしても申請書も書面という形を通じてやっていくようなこと、こ

れをしっかりと我々としても、例えば手続の様式を定めていく中で、そういった手続を定め

ていくと。一方で、お互いにとって、事業者にとっても、また自治体にとっても、コストが

最小化されるようなことをしっかりと考えていければなと思ってございます。 

 神山委員から、複数の点についてコメントも含めていただいたところでございます。 

 特に那須塩原市でも取り組んでおられる事後の説明会、終了後の 14日以内での書面での

対応ということにつきましては、大貫委員からもご指摘をいただいてございますが、こうし

た透明性のある規定などにつきまして、事業者団体からもそうしたプロセスを設置しては

どうかといった指摘もございましたけれども、こうしたことについては、省令の中での事項

の中で定めていくといったことも、本日のご指摘を踏まえて検討をさらに深めていければ

なと思ってございます。 

 また、住民の範囲などにつきましては、先ほど興津委員からご指摘があったようなセンシ

ティブな点もありますが、なるべく客観的かつ分かりやすくお示しできるような形の、様式
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面も含めた形での工夫と、そうじゃない場合の理由を積極的に書いていただけるような、そ

ういうプロセスを踏む中で、可能な範囲で省令で明確にしていければと思ってございます。 

 また、複数の事業者に対して、要は選択的にこの事業者には重い責任を課すといったこと

ないような形で、そこについては我々も、先ほど申しました自治体との連絡会なども含めま

して、様々な事例の紹介ですとか、また事業者の方々からの、逆に我々としても意見をいた

だくことも多いと思いますので、そういう中で、今後どういうプロセスを取っていくのが一

番フェアなのかということについては、さらに検証を深めていきたいなと思ってございま

す。 

 大貫委員からご指摘をいただきました、稼働後の対応についてでございます。これは総務

省さんの調査の中でも少しご紹介もいたしましたし、また、現時点での再エネ特措法におき

ましても、ガイドラインなどにおきまして、運転開始後であっても、当然、地域とのコミュ

ニケーションなどを取っていくということを推奨事項、努力義務として規定をしていると

いうことでございます。こうした中で、当然説明会後、また稼働ですとか、工事の段階、ま

た設備稼働、またその後のメンテナンスの期間中などにおきましても、住民の方々とのコミ

ュニケーションということは積極的に、または地域の方々のご懸念、ご不安がある誠実にお

答えいただくということを、我々としてはガイドラインで求めているところでございます。 

また、先ほど、エネ庁の通報フォームにつきましては、今回、特に認定申請要件が伴いま

して、新たに設置いたしますが、一般的なエネ庁としてのご指摘を受け付けるフォームもご

ざいますが、こうしたものを踏まえて、個別の対応については、積極的に地方局のご協力を

いただきながら、また、自治体との連携をしながら、こうしたトラブルなどについての対応

ということについては、当然説明、申請から認定の段階だけではなく、当然、事業を稼働し

ていく期間が非常に長いと、メンテナンス、またその後の今後廃棄、リサイクルなどを含め

まして、対応を積極的に行っていけるような、そういうきっかけにしっかりとしていくとい

うことが必要なのかなと思ってございます。 

さらに体制的なものも含めて、強化策を考えておるところでございますが、引き続き我々

としてもしっかりと取組を前に進めていきたいと考えてございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○山内座長 

ありがとうございます。それでは続けます。 

次は桑原委員ですね。どうぞご発言ください。 

○桑原委員 

 ありがとうございます。恐縮なのですが、今日、途中で退出しなくてはならないので、後

半についても１点コメントしたいところがあるので、まとめて申し上げてもよろしいでし

ょうか。 

○山内座長 

 結構ですよ、どうぞ。 



24 

○桑原委員 

ありがとうございます。 

それでは、事務局の取りまとめをありがとうございます。基本的に事務局案に賛同でござい

ますが、その上で何点かコメントをさせていただきます。 

 まず、22ページの説明内容についてです。後半の 36ページのところでご説明がございま

したが、一定の場合には、複数回の開催を求める必要があるのではないかという事務局案に

賛成なのですが、複数回の場合には、説明事項についても初回と２回目、最終回とで異なる

こととなると思います。例えば関係法令の遵守状況については、当初の段階では申請に向け

たスケジュール等の説明ということになるでしょうが、特に森林法、盛土規制法、砂防三法

等の安全に関する重要法令の許認可については、これをきちんと取得した上で、取得できて

いるということを含めて、２回目、最終回ではご説明をいただく必要があるのではないかと

思います。このあたりも今後、複数回のケースも含めて、説明事項を整理していただければ

と思います。 

 それから、23 ページに記載の点でございます。先ほども委員からご意見がありましたけ

れども、また以前にも申し上げましたけれども、説明会のゴールをどこに置くのかという点、

住民の同意を取るというところまで求めるわけではないけれども、住民からの意見、懸念に

対して、誠実に対応をすることを求めるということになると思いますので、そのゴールをし

っかり設定をしていただく。その上で、説明会の具体的な質疑時間を何分にするかといった

ところについては、かえって形骸化する可能性もございますので、具体的に時間を決めると

いうよりは、あくまでもしっかり審議を尽くすように求めるということが適切ではないか

と思います。 

 実際には、長時間に及ぶ場合には、実務的に質疑打ち切りにならざるを得ない場合も考え

られるかと思います。そして、これ自体が否定されるわけではないと思いますが、先ほどか

らご指摘もございましたとおり、説明会後の一定期間の質問受付や書面回答等を誠実に行

うことで、審議を尽くしたと認めることも考えられるように思います。 

 それから、説明会について報告書を提出させることが事務局案で想定されておりますが、

その中で質疑時間、あるいは質疑打ち切りの場合にはその旨、そして説明会後の一定期間の

質問を受付、書面回答の状況等も記載するように求めてはどうかと思います。 

 続いて、28 ページ、周辺地域の住民の範囲ですが、こちらも既にほかの委員の先生方か

らもお話がございましたように、私も数値基準を設定して、その数値基準の中でその範囲内

の居住者を対象とするということで異存ございません。 

 ただ、その地域の不動産を所有する人、居住者以外の所有者も利害関係者ではありますの

で、事業者に過度の負担がかからないような周知方法が取れるということを前提に、不動産

の所有者についても参加を認めるほうがよいのではないかと思います。ただ、そのために不

動産登記簿謄本のチェックまで求めるというのは、別の問題があるように思いますので、そ

こまで求めるというよりは、別の合理的な事前周知方法を工夫した上で、不動産所有者まで
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含めるということも、ご検討いただければと思っております。 

 それから、後半の部分に関連しますが、41 ページのところで、変更認定申請の際の説明

会の開催について記載があります。これについては賛成ですが、より一般的にこの認定取得

後の一定期間ごとの説明会というものを変更認定申請に限らず、検討していただけないか

と思っています。 

 今回は、ＦＩＴ/ＦＩＰ認定を受けるに際しての住民説明会が審議の対象となっておりま

すので、直接の審議対象ではないと理解はしておりますが、長期にわたる地域共生が重要で

あること、認定後に発電設備が放置されることで、地域住民に不安が生じているという状況

を考えますと、認定時の住民説明会も重要ではありますが、ＦＩＴ/ＦＩＰの期間中におい

て、例えば何年かに１回の説明会が開催されるような制度についても検討が必要ではない

かと思います。特に安全性について不安があるような地域においては、そうしたことを検討

することが有意義ではないかと思います。 

 定期的な説明会の開催をやっていくということをＦＩＴ/ＦＩＰの認定の条件とするこ

とができれば、認定後の事業規律もより働きやすくなるのではないかと思っております。 

 以上です。 

○山内座長 

 次、松本委員、どうぞご発言ください。 

○松本委員 

ありがとうございます。 

基本的に事務局案に賛成いたします。その上で２点コメントさせていただきます。 

 １点目は 17ページの事業の影響と予防措置ですけれども、どのような説明を行うことが

効果的かについて、科学技術に関する情報を分かりやすく説明するためには、言語とともに

ビジュアルが非常に効果的です。説明会などではスクリーンの投影資料や配布資料につい

ても、写真、画像、データ、または模型なども活用して説明するよう、理解を促すようなプ

レゼンテーションを工夫してほしいと思います。 

 ２点目です。22 ページの説明会の説明事項の事業の影響と予防措置についてです。再エ

ネ発電事業の廃棄、リサイクルについて、どのような説明を行うことが効果的かですが、廃

棄計画、廃棄予定日は、事業終了の想定日を事業者があらかじめ設定して、説明会で説明で

きるようにしておくことが重要だと思います。また、設備に含まれる有害物質への対応につ

いて、鉛、カドミウムやヒ素、セレンといった人体に悪影響を与える有害物質については、

産業廃棄物として処理することを説明することが大事です。 

 例えば、リスク対応については、太陽光パネルが破損した場合、そのまま放置しておくと、

雨が降ると有害物質が流れ出て、土壌汚染を引き起こす可能性があるので、こうした事例が

発生した場合、ブルーシートでパネルを覆って、販売店に連絡して、かつ地域の自治体担当

者に連絡して、廃棄物として処理することを説明することが非常に重要になってくるかと

思います。 
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 以上です。ありがとうございました。 

○山内座長 

 ありがとうございました。それでは続いて、大関委員、どうぞご発言ください。 

○大関委員 

産総研の大関です。ご説明ありがとうございました。 

最初に、このタイミングで言うのがいいのか分からないですけど、全体のコメントとして

明確化する必要があるということで詳細にご検討いただいてありがとうございます。大枠

としては事務局に賛成したいと思います。 

 他方で、再エネ特措法以外は増えてくるということを考えると、細かい設定をしていくこ

とで、これだけすればいいといったミニマム基準に捉えられると、優良事業者も含めて、ど

ちらかというと倫理感を下げるような効果もあるのかなというのをちょっと懸念していま

す。このあたりはこれまでの経緯で、こうなったのはしようがないかなと思っているので、

行政というよりは事業団体には、自治体任せとかにせずに、自主的に、適切に、地域とのコ

ミュニケーションを取れるよう、より文化を醸成するようにしていただきたいなと思いま

す。 

 それで、10 ページ目にあるように、特に温対法とそういったところと連携して、行政と

事業者と連携して、よい事業者が増えるように、いろいろしていただければと思います。 

 ここから個別のコメント、質問として、11 ページ目の分割の案件ですね。集合になった

ときの話ですけども、基本これ低圧の話なので、他法令との関係で、電気事業法との観点は

あるのかなと思っています。少しその分割の案件で、この要件と条件が違うかなというふう

に思っています。距離は次回以降ですけど、特に時間の制約がないとか、それはこちらのほ

うが範囲が広いのかなと思いますので、これ自体は構わないと思うんですけども、しっかり

と周知をしていただかないと、いろいろとこの案件は分割、この法令では分割ではないとか、

出てきそうだなと思いますので、そのあたり、周知徹底なり、説明をお願いしたいと思いま

す。 

 あと 14ページ目の範囲についてですけれども、屋根設置と書かれているところが除かれ

るということですけども、駐車場が少し曖昧なのかなと思っていまして、この駐車場の扱い

を少し整理していただいたほうがいいかなと思います。特に建物に付随するものは不要か

なと思っていますので、この辺は不要であるかということであったり、駐車場だけというの

もありますので、そういうことをどう考えるかというのは整理していただいたほうがいい

かなと思いました。 

 29 ページ目の「周辺地域の住民」についての定義ですけども、原則居住者がなるという

のは、こちらについては賛成ですけども、居住者というところの定義がどういうふうなのか

というのは、今後の細かい点かもしれませんが、住民票があるとか、そういうことなのかな

と思いますが、そのあたりも明確にしていただいたほうがいいかなと思います。 

 他方で、先ほど委員からもありましたけども、例えば、別荘地とか、建物を持っている人
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とか、そこで事業を営む人とかというものも、マストにするというよりは、希望があった場

合に配慮しないということは必要なのかなと思っていまして、ここの原則と書かれている

ところが、それ原則だから、その人は入れませんよという事業者が言うようだと、ちょっと

まずいかなと思っていますので、そのあたりは排除しないということは少ししっかりと周

知していただいたほうがいいかなと思いました。 

 以上になります。 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。それでは高村委員。 

○高村委員 

 ありがとうございます。 

 幾つか既に、ほかの委員からご指摘をされた点も少なからずございますので、簡潔に申し

上げたいと思います。 

 1 点目ですけれども、こちらはスライドの 10 に関わるところです。基本的に再生可能エ

ネルギー、特に国の買取制度のもとで適切に導入を進めていく上で、地域共生をしっかり配

慮した導入、認定の基準をつくっていくという意味で、説明会等のしっかりした制度設計、

基本的に大枠賛成であります。 

若干気になっている点が、これはあるべき、とりわけさっき言いましたように、国の買取

り制度のもとでの再エネ導入ですので、望ましいと思う一方で、ほかのやはりこうした設備

導入や事業に関わるこうした要件との比例性の点は、若干気になるところです。 

少なくとも、スライドの 10で書いてくださっているところですけれども、やはり法令上、

関わるＦＩＴ認定を取る再エネ設備、再エネ事業について関わる法令がほかにもある中で、

関わる法令、他法令、あるいは条例において、同様の説明会や、周知義務を課している場合

に、ここでは特措法に基づく説明会開催、あるいは事前周知の要件を充足するものとして取

り扱うことにすると。これ自身は結構だと思うんですが、しかし、むしろやはり少なくとも

国法、国の法令の次元でいくと、関連する法令間でこうした説明会等に関する要件を整理し、

ストリームライン化するということも必要ではないかというふうに思っております。 

 これは、もちろん地域共生型の再生可能エネルギー導入をしていくわけですけれども、複

数の法令が、あるいは別々、異なる要件を課すことによって、事業者、これタイミングも含

めて事業者に過度な手続の負担とならないということは、同時にやはり配慮されるべきで

はないかというふうに思っております。 

 アセス法との関係、言及していただいていると思いますが、電源によっても関わる法令、

典型的に関わる法令があるようにも思っておりまして、アセス法、そして電源によって関連

する法令のところの手続の、少なくとも国のレベルの手続のストリームライン化について

は、ぜひ検討いただきたいというふうに思っております。 

 ２点目ですけれども、スライドの 23であります。これは桑原委員が既にご指摘になった

点です。質疑時間として確保すべき時間を具体的に示すことが適切かという問いをいただ
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いておりますけれども、むしろ、ここは具体的に示すというのはなかなか難しいのではない

かというふうに思っております。むしろ、こちらでもでもありますけれども、事後において

出すことができなかった、あるいは後で気がついた質問、意見、それから、実際、説明会に

参加できなかった住民も含めて、しっかりした対応を求めるという形で、誠実な協議という

ものを確保するというのが適切ではないかというふうに思っております。 

 スライドの 28のところです。居住者以外の者についての取扱い。これも桑原委員がおっ

しゃったところと共通をしております。幾つかの事例で、権原者の、土地の権限者を含める

のが適切な場合があるように、やはり感じております。ただ、やはり問題は、ここで住民の

範囲に含めていったときに、とりわけ周知義務がそれに伴うと理解をするわけですけれど

も、その周知義務が過度なものになるといったことがないという制度のつくり付けをする

必要があるんだろうというふうに思っております。ここは後半の部分に関わる論点でもあ

ると思いますけれども、ご検討いただきたい点です。 

 最後はスライド 29です。これは興津委員がおっしゃって、もう回答をいただいていると

思いますが、市町村から意見があった場合に、その意見を尊重して、当該者を周辺地域の住

民の範囲に加えるということですけれども、やはり一定の市町村に対する指針というもの

が何らかの形で必要ではないかというふうに思います。 

 以上です。 

○山内座長 

 ありがとうございます。それでは事務局のほうからお願いいたします。 

○事務局 

 事務局でございます。複数の委員から様々なご指摘、ありがとうございました。 

 桑原委員からご指摘をいただきました、22 ページ目の関係で、一定の場合には複数回開

催する。例えば環境アセスですとか、森林法の許認可を申請する前の段階とか、そういう場

合には、初回の説明会で求める話と２回目で求める内容について、おっしゃるとおり、濃淡

とか、説明項目などについても、少し説明の幅と深さが違うんじゃないかといったふうに理

解してございますけれども、そこについてもおっしゃるとおりで、少し整理をしながら、次

回、またお示しできるようにできればなと思ってございます。ご指摘ありがとうございます。 

 また、先ほど高村委員からもご指摘をいただきましたけれども、説明会のゴールから踏ま

えれば、しっかりとコミュニケーションを取っていくという観点が重要だということで、具

体的な質問時間などについての具体的な時間を定めるではない。まさに形骸化とか、その時

間が終わったから打ち切っていいと、そういうわけではなく、大関委員からも、これは逆に

倫理観を下げる、もしくは自主的なコミュニケーションをむしろ損ねるような形にならな

いことが非常に重要だというふうに理解をしてございますので、しっかりと、むしろこうし

た取組を、我々としてみれば説明会を踏まえて、住民と事業者の方々の理解、そしてコミュ

ニケーションが深まるような機会にしていくということですし、また、桑原委員からもご指

摘いただいたように、打ち切りにせざるを得ないと、そういったときにはしっかりと、それ
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に至るプロセスがどうだったのか、また、説明会終了後の意見が、質問がどうだったのかと

いうこと、そうしたことについて、終了後に、申請の段階では報告書を求めていく中で、ど

のような形で報告してもらうのかといったことも含めて、こうしたプロセスの中で、こうし

た取組、コミュニケーションが自主的にしっかりとされているということを確認できるよ

うなところについては、さらに工夫をしてまいりたいと考えてございます。 

また資料の 28ページ目のところで、数値基準というところのお話もいただきました。28

ページ目におきましては、特に数値基準をベースやっていくことについてはいいんじゃな

いかということですが、そのほか、特に柔軟性というところにおいて、住民の方々について、

桑原委員からは、例えば不動産の所有者とかについては利害関係者じゃないかということ

で、参加の対象ということも、一つの方向性ではないかというご指摘もいただいてございま

す。 

また、後半の高村委員からも住民の範囲というところについて、例えば、総務省さんの例

とかでは、敷地の隣接地におけます所有者とかというところについては、対象にしている条

例も多いといったご報告もさせていただきましたが、その場合に、例えば山林の所有者など

が相続など踏まえて、非常に多数にわたるといったような、まさに高村委員からご指摘され

たような、仮に説明会の対象にするといった方向性の中で、その周知義務などとのバランス

の中で、どういう形の検討をしていくのかということについては、制度におけます手続的な

コストですとか、制度の予見可能性というところも含めて、さらに次回に向けて、両委員か

らのご指摘を再検討していきたいと考えてございます。 

 また、後半の話でありますが、桑原委員から４点目といたしまして、認定取得後の一定期

間後の説明会の開催を求めていったらどうかといったご指摘もいただいてございます。前

半のご指摘の中で、神山委員ですとか大貫委員からのご指摘いただきましたところでの回

答にもつながりますけれども、現時点では、当然事業ガイドラインにおきまして、推奨義務、

努力義務といたしまして、事業実施中も当然、地域とのコミュニケーション、必要に応じた

住民説明会の開催などについては、我々としても指導・助言をしているということではござ

いますけれども、委員ご指摘のような形での義務化というところに向けては、さらにもう一

段、我々としても可能な限り、まずは推奨、努力義務という中でどこまでできるのかという

ことをまず第一展開しながら、そういう中で立法事実が積み上がっていく中で、今回、申請

時におきます認定要件化というところの義務化につきましても、まさに法律改正を伴った

わけでございますので、こうした中で、立法事実を踏まえながら、さらに検証ということも

我々としても不断に行っていきたいと考えてございます。まず、現時点の枠組みの中で最大

限何ができるか、これをまずしっかりと追求していきたいと考えてございます。 

 松本委員から、資料の 17ページ目につきまして、可能な限り科学技術的な話も含めてビ

ジュアル、そして写真など、分かりやすい形でお示しということの観点が非常に重要だとい

うことでございます。おっしゃるとおりでございまして、地域の方々にとって、どのような

再エネ設備などが実際に設置されるのかということについて、理解を深めるような、また具



30 

体的なイメージがつくような形での説明となるような形について、資料の 22ページ目にお

示しをしていますけれども、事業計画の内容の中で、実施場所などについて、図形やイメー

ジ写真などを用いて説明するということが書いてございますが、少し全体的に、⑥の次回ご

議論いただきます事業の影響、予防措置などにおきましても、このような観点をしっかりと

具体化、議論ができるように準備したいと思います。 

 また、22ページ、廃棄、リサイクルなどにつきまして、まさに別途含まれる物質の公表、

もしくは認定要件化につきましては、環境省さんと議論しております廃棄・リサイクルの検

討会におきましてもご議論いただいているところでございますが、そうした議論なども含

めまして、ＦＩＴ/ＦＩＰにおけます申請要件などについても、しっかり位置づけをしてい

くということで、廃棄、リサイクルについての情報の提供ということも図られるような制度

的な対応も含めて、さらに具体化をしていきたいと考えてございます。 

 大関委員から、非常に本質的なところとして、今回、地域トラブルなどをしっかりと予防

していく、また、地域コミュニケーションを実行たらしめるという中で、今回の法改正、ま

た、その法改正を踏まえた省令ガイドラインをご議論いただいているわけでございますが、

まさにこうしたプロセスが、事業者の方々と地域の方々が地域共生、地域に受けられるよう

な再エネをしっかりと位置づけていく、根づかせていくという形のコミュニケーションの

きっかけとして、それをさらに分厚くしていくという形につなげていけるようなよい循環

にしていく必要があると思ってございますので、決して倫理感を下げるようなことになら

ないような形で、我々としても事業者団体ともコミュニケーションしていきたいと思って

ございますし、また自治体の方々、住民に対する広報普及につきましても、しっかりと取り

組んでまいりたいと考えてございます。 

 具体的なお話として、資料 10ページ目におきまして、再エネ特措法の話との認定基準と

の連携の重要性ということで、ここはしっかりと我々としても、これは高村委員からもご指

摘をいただいてございますけれども、連携するところは連携し、また高村委員からは、説明

項目の合理化というところもございましたけれども、連携の仕方はさらによく検討してい

きたいと思います。 

 また、資料 11ページ目の分割の話につきましては、まず説明義務をある意味、50ｋＷ以

下にすることで、説明義務を回避するような動きをいかに抑止していくのかということも

ございますけれども、別の分割との関係も含めて、また次回、整理の必要なところでは、ま

たご説明を加えたいなと思ってございます。 

 なお、ご指摘いただいた駐車場などにつきましては、これは別途の価格算定委のほうでも、

特に屋根設置のご議論もいただいたところでございますけれども、建物登記等、屋根設置の

ものについては、そういったものを求めていくということで、もちろんそれが対応できるよ

うな、対応しているような駐車場も状況もあるのかもしれませんけれども、いわゆる青空駐

車場のようなそういったものについては、いわゆる屋根置きになったのではないという形

の区分整理という形になってございますので、そうした関連する審議会の議論をしっかり
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と連携する中で対応していきたいと思ってございます。住民などの定義については、さらに

その他いただいた資料については、次回でまた説明を加えたいと思ってございます。 

 高村委員から先ほどご指摘いただいた、まさに他の法令、特に国の法令におきます整理と

いうところで、事業者に過度な負担にならないようにというところでの合理化というとこ

ろについては、もう一段、我々も整理が必要かなと思いますので、ご指摘を承りまして、し

っかりと次回以降での整理に生かしていきたいというふうに考えてございます。 

 あと、市町村からの意見ということについて、Ｐ29 の関係で、興津委員からご指摘いた

だいた点ということでございますけれども、様々な事例の紹介、また市町村、自治体との研

修会もそうですが、一定のそうした事例の積み上げなのか、もしくは指針、ガイドラインと

いう形がいいのか、ちょっとそこはどういった形が一番自治体の方々にとっても、実務にと

っても一番効率、効果的なのかというところについては、さらに検討を深めたいと思います。 

 事務局からは以上でございます。 

○山内座長 

ありがとうございました。 

それでは後半の三つの論点に移りますが、今、見たら若干時間が押しておりますので、ご

発言はもちろんいただきますけれども、要点を絞って、ご発言いただければというふうに思

います。 

 それでは、要領は同じです。チャットで、ご発言を希望の方は書き込んでいただければと

思います。どなたかいらっしゃいますでしょうか。 

 大貫委員、どうぞ。 

○大貫委員 

 ありがとうございます。36ページについて、二つ質問と一つ意見です。それから、44ペ

ージについて、一つ意見がございます。 

 36ページは、以下の①～③に該当する場合については、ＦＩＴ/ＦＩＰ認定申請前に加え

て、事業実施の早期段階においても説明会の開催を求めることとしてはどうかということ

で、読みませんが、①、②、③ということが挙げられております。ここにかかって二つ質問

申し上げます。 

 まず②についてです。環境アセスメントの対象となる場合、説明会は、準備書の前と評価

書の前、評価書の段階という２段階ということになりますでしょうか。スライド 34ページ

によりますと、山梨県は評価方法の説明と、実際の評価結果の説明のために説明会を２回求

めています。 

しかしながら、他方、ここのスライド、事務局のご説明によると、36 ページの一番下の

丸を読みますと、環境アセスメントの結果を踏まえた説明会を求めて、もう一回求めるとい

うことになっております。先ほどの事務局の説明では３回となるようなお話であったかと

思います。 

こんなようなスライドを読んでまいりますと、ここから先は具体的な質問ですけれども、
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②の環境影響評価法又は条例に基づく環境アセスメントの対象となる場合をこれを入れる

と。これは要するに説明会を必要とする要因ですが、どの段階での説明がさらに求められる

のでしょうか。②のアセスメントが必要となる場合においては許認可がございませんので、

②の観点から、いつの説明会が求められることになるのか、ご説明願えると幸いです。 

 二つ目です。36 ページの③のところでございます。③は、条例による許認可の取得は、

災害特措法上はＦＩＴ/ＦＩＰ認定申請ではありませんが、結局条例による許認可の取得は、

ＦＩＴ/ＦＩＰ認定の要件となっているということになります。結局のところ、ＦＩＴ/ＦＩ

Ｐ認定の要件となっている、これらの①と②に記された許認可との関係で、いつ説明会を行

うことが求められているんでしょうか。言い換えれば、説明会を必要とする①と③の考慮点

を同時に満たすＦＩＴ/ＦＩＰ認定申請前に加えて、事業実施の早期段階の説明会の開催と

は、いつを念頭に置かれているんでしょうか。 

 結局、ＦＩＴ/ＦＩＰ申請前と、事業実施の早期段階の時間的先後関係について、多少分

かりにくいということを申し上げていることになるのかもしれません。 

 最後の案件です。36 ページのところについて、ちょっと急いで申し上げますと、結局こ

のページは２回の説明会が必要となる場合を、再エネ特措法で、明文で示そうという趣旨だ

ろうと思います。 

 他方で、説明会が複数回必要になる場合は、ほかにも想定できます。スライド 35ページ

の後半部分に、そうした場合が最後の黒丸ですかね。そうした場合が少し書かれております。 

 例えば、説明事項が多い場合、説明会の対象住民の数が多い場合、一度の説明会では住民

の理解が十分に深まってない場合、事業計画が段階的に固まっていく場合で、早期の事業変

更、あるいは極端にいえば撤退ができる段階での説明会が必要になる場合。こうした場合に、

再エネ特措法で明示的に複数回の説明を求めることは、こうした複数回の説明が必要とな

る個々の事情がいろいろでありますので、適切ではないのだろうとは思います。しかしなが

ら、具体的に個々の場合に複数回説明が必要になる場合というのは、ある程度想定できるわ

けですので、省令やガイドラインで複数の説明会が望ましい場合として、規定しておくのが

望ましい、よろしいのではないかというふうに思います。 

 最後に、44 ページでございます。先ほど最初の発言で申し上げたことは密接に関わるん

ですが、44 ページに、説明会での説明内容等につき、疑義がある場合に、エネ庁に通報を

行うことができる通報フォームを整備する。これにつきましても、先ほど事務局から懇切な

ご説明がありましたけれども、あえて確認のために質問申し上げます。 

 エネ庁にはご負担なことですが、この通報フォームは望ましいだろうと思います。この点

について、一つ申し上げますと、住民の側からだけの通報権ということではなくて、事業者

側からの何らかの、通報という言い方が適切ではありませんが、何らかの申立権のようなも

のを規定することはあり得るのではないかと思っています。 

 といいますのも、事業者の説明に対して住民が納得せず、説明要求を不合理に続ける場合、

自治体の指導が厳しすぎる場合などもあり得るかもしれません。こうした場合に、エネ庁に
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何らかの申立てができるようにして、エネ庁は一定のあっせん的調整ができるようにして

おいてもよろしいのではないかという気もいたします。もちろん人的リソースの問題もあ

りますから、エネ庁に厳格な事案の解決策の提示を求めるのは困難だろうと思いますので、

ソフトな対応が望ましいと思います。 

いずれにせよ、説明会の実施が、ＦＩＴ/ＦＩＰ認定申請要件となっていますから、説明

会がされたか否かをある程度、明確化する仕組みは必要ではなかろうかと思っております。 

 46 ページに、総務省による調査の中間整理で紹介されていますように、市町村が稼動後

のトラブルに積極的に対応している事例もあるということを考えますと、市町村にこうし

たあっせん的対応を委ねてもよいのかもしれませんが、そもそも市町村が問題の当事者と

なることがあるということを考えますと、この点はいかがかなと。やはりエネ庁のほうが望

ましいのかなというふうに考えている次第です。 

 以上でございます。 

○山内座長 

 ありがとうございます。それでは神山委員どうぞ。 

○神山委員 

 神山でございます。私からはご質問１点とコメント２点、述べさせていただきたいと思い

ます。 

 まず 36ページの説明会の開催回数でございますが、先ほど大貫委員からもご質問ござい

ましたけれども、このアセスの場合なんですが、アセス法の対象の場合は、もちろん環境配

慮のための変更を促す仕組みでございますので、３回ということもやむなしというふうに

考えております。それで、アセス法に基づく場合は３回で、アセス条例に基づく場合は、そ

の条例の内容によっては２回または３回ということになるという理解でよろしいでしょう

かというのがご質問でございます。 

 また２点目、コメントのほうでございまして、44 ページの通報フォームという点でござ

いますけれども、住民に監視を担っていただいて情報収集をするという観点では、大変役立

つと思いますので、よい制度であろうというふうに考えております。運用の仕方はいろいろ

議論があると思いますけれども、今後検討が必要な点かと思っております。 

 また、説明会に関するその他の論点ということですので、申し上げたいんですが、少し懸

念しておりますのが、説明会における事業者から住民への利益供与といいますか、懐柔策の

ような措置ですね、そうしたものが取られる可能性についても考えておりました。 

 かつて産業廃棄物処分場等をつくる場合ということになりますと、例えば住民の方を旅

行にお連れするとか、そういうようなこともあったので、というところでやっぱり懸念して

いたというところなんですが、民間事業者の説明会という点を考えますと、現地での見学会

という方式ですとか、飲食を伴うような形式という場合も含めて、ある程度、自由な形式で

開催するということも想定してもよいのかなというふうに考えましたので、その点につい

ては、特に申し上げないほうがいいのかなというふうには思っていた次第ではございます。 
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 問われているのは、やはり説明会の内容なのだなというところを再認識したというとこ

ろではございます。 

 以上でございます。 

○山内座長 

 ありがとうございます。次、大関委員、どうぞご発言ください。 

○大関委員 

 １点だけ。41 ページ目の下のところなんですけども、認定後に書かれているところで、

原則的には賛成なんですけども、未稼働なのか、既に稼働しているのかが含む、含まないと

いう議論がまずあるのかなと思っていますし、それによっては、ここに書いてある条件も細

かい設定で整理できるのか、それとも、もう少しここまで議論したような、もともとの説明

の内容とかまで考えなきゃいけないのかとか、ちょっとその辺の判断がしづらいと思って

いるので、次回以降、詳細が出るのかなと思っておりますが、その点が、41 ページの下に

ついて、ちょっと判断できないということがコメントです。 

 あともう一つはそこに関連して、もし既認定等も入るのであれば、既設の稼働したものに

関して入るんであれば、再エネ特措法の買取り、要は調達期間が終わった後なのか、前なの

かみたいなものを少し整理しなきゃいけないと思っているので、もしそこが含まれるんだ

ったら、そのあたりも整理いただけるといいかなと思いました。 

 以上です。 

○山内座長 

 ありがとうございます。次は松本委員、どうぞご発言ください。 

○松本委員 

 ありがとうございます。私からは３点、簡潔に申し上げたいと思います。 

 まず 40 ページの説明会の開催案内については、説明会の日時、場所を明確にした上で、

説明会の開催２週間前までに実施するということでよいと思いますが、ポスティング、戸別

訪問、回覧板などのいずれかではなくて、見落としがないように、幾つか組み合わせて開催

を知らせたほうがいいと思います。 

 続きまして 41ページ、説明会の実施に当たって、説明の責任主体を明確化する視点から、

説明会には再エネ発電事業者自身の出席を求めるべきだと思います。発電事業者が外国人

であったとしても、通訳や日本人スタッフを同席させて、住民との質疑応答にも答えていた

だきたいと思います。 

 それから、地域においては、太陽光パネルの大量廃棄が想定される 2030年代後半を見据

えて、リサイクルの重要性を認識して、自治体には積極的に取り組んでいただきたいと思い

ます。自治体の取組事例としては、福岡県が 2021年７月に全国初となる廃棄太陽光パネル

スマート回収支援システムを開発していますけれども、使用済みパネルの量や保管場所、種

類などの情報をインターネット上で一元管理し、業者が回収やリサイクルの手配を円滑に

進めやすい体制を整えています。これはほかの自治体にも参考になる事例かと思います。 
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 また、使用済み太陽光パネルのリサイクル技術の開発も、一部の企業で進められておりま

すので、地域において使用済み太陽光パネルが放置されることがないように、地域において

も、使用済み太陽光パネルのリサイクルの開発する事業者の育成、活用を進めていただきた

いと思います。 

以上です。ありがとうございました。 

○山内座長  

ありがとうございました。それでは高村委員、どうぞ。 

○高村委員 

ありがとうございます。３点です。 

１点目は、先ほど大貫委員が発言の中で御指摘になった点は、先ほど前半のところで、私

が冒頭に申し上げた点で、特に環境アセス法との関係でご指摘になったと理解をいたしま

した。他法令との関係で、過重あるいは同種の説明会が重複して、しかし要件が違うことで

過重に必要とされるようなことがないことも念頭に、説明会のタイミング、説明事項などを

他法令との関係で調整をしていただく必要があるだろうというのが１点目です。これは既

に前半でお答えはいただいておりますので、お答えは不要ですけれども。 

二つ目がスライドの 35のところです。説明会の回数で、１回の説明会に一定の人数の要

件を課されるような意味合いで受け取りました。１回の説明会に多くの住民が参加すると

円滑なコミュニケーションを図ることが困難である場合が想定されるということでありま

す。もちろんあり得ると思うんですけれども、しかしながら、一定の人数の、例えば条件を

課して、これ以上になると複数回開催を求めるというのは、少しの検討が必要なように思っ

ております。むしろ重要なのは、どなたかもおっしゃいましたけれども、やっぱり初期の段

階からしっかり事業者がこの仕組みを使って、地域の住民とコミュニケーションを進めて

いくということが、しっかり担保されるかどうかということがより重要で、あまりに形式的

な形で、説明会の要件というのを定めないほうがいいのではないかというふうには思って

おります。これは議論の余地があるかもしれません。 

最後は、前半に申し上げた点で、スライドの 49に関わって、事前周知の方法についてご

ざいますけれども、やはり一定の場合に、土地の権原者に対しての何らかの周知が必要な場

合があり得るというときに、どういう事前通知が可能かというのは、さらにご検討いただけ

ればと思います。 

以上です。 

○山内座長 

 ありがとうございました。では事務局からのコメントをお願いいたします。 

○事務局 

 事務局でございます。 

まず大貫委員から、特に環境アセスの関係を含めて、複数回の説明会を開催するに当たっ

ての考え方についてのご質問いただいてございました。また高村委員からの先ほどのご質
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問ともリンケージがあるわけでございますけれども、資料 36 ページ目だったでしょうか、

記載をさせていただきましたとおり、まず、許認可の場合であれば取得前ということですが、

口頭で申し上げてしまいましたが、環境アセスの場合でありますと、まず配慮書の申請の前

の段階ということ、また一般的にはＦＩＴの申請というのは方法書の申請段階以降になっ

てきますので、２回目のＦＩＴ/ＦＩＰの申請の前の説明会というところでいくと、方法書

の申請の前の段階かなというのが２回目になると思っています。また一連の評価書まで終

えまして、いわゆる、例えば陸上風車であれば、風車の配置もアセス法に基づいて確定する

というのが評価書段階ですので、評価書を取りまとめた段階のところで、３回目という形で

タイムラインを考えていたところではございます。 

ただ、今回の資料の関係上、タイムラインまで含め十分にお示しできず、分かりにくさも

あったと思いますので、関連するご質問も含めまして、少し具体的な手続のフローですとか、

委員の方々の認識、もしくはご質問に答えられるような形で、次回の資料については準備を

してまいりたいと考えてございます。 

また、こうした中で、複数の説明会を考えていくときに、省令ガイドラインの中で、複数

実施したほうが望ましい、もしくは我々、認定要件化をしていきますので、望ましいという

だけにとどまらず、それが開催されない場合には、認定申請要件化としては要件を満たさな

いという形になりますので、我々としてはしっかりと、どういう場合には複数回の開催が必

然であるということについて、具体的に、さらに本日の様々なご指摘をいただいてございま

すので、そこでの論点を整理した上で、また次回お示しできるようにしてまいりたいと考え

てございます。 

また 44ページの関係で、通報フォームの関係で、住民の方々からのエネ庁に対するフォ

ームということ、通知ということ以外に、事業者の方々からの申立てなども必要じゃないか

ということですが、当然我々、申請事業者、もしくは認定事業者になりますので、そういう

意味で言うと事業者との関係では様々な端緒、またそういう申請プロセス、また認定法であ

れば認定事業者としての再エネ特措法に基づく関係性、報告調書なども含めた対応がござ

いますので、そういう中で、我々、日頃から事業者の方々とのコミュニケーションをやって

いくわけでございます。それで足りないということであれば、様々なプロセスを考えていく

必要があるのかなと思っているところではございますが、まず、今の再エネ特措法の中で、

今回認定要件化に伴いまして、やはり住民の方々からのアプローチというところについて、

さらに今回は具体的に説明をさせていただきましたけれども、エネ庁に対するこうした住

民からの通報などを踏まえた後の対応、ファンクションというところについては、ちょっと

どういう形が一番現実的、かつ様々なプレイヤーにとって意味のある実効的なものなのか

ということについては、本日、複数回ご指摘いただいたものですから、少し我々としても、

さらに何が一番現実的な対応としていいのかというのについては、検討を重ねていきたい

と思ってございます。 

神山委員からは複数のご指摘をいただきましたけれども、条例アセスを２回、３回、そこ



37 

は次回、全部整理してお示しをしていきたいと思います。通報フォームについても実務とし

ては丁寧にしっかりとやっていくようにということでございます。先ほどの大貫委員のご

質問を含めた形で、また次回整理してお示しをしたいと思います。 

住民の方々に事業者の方々から説明会、例えば、実際に現地に行ってもらうとかといった

ような、よりコミュニケーションが深まるような形が、一つ選択肢があるのではないかとい

うことで、その中で飲みニケーションではありませんが、利益供与みたいな形はどうするん

だということのご指摘もありましたが、ちょっとそれについて、一定の規律ルールというこ

とについての必要性があれば、我々としてもそこは含めて考えていければなと思ってござ

います。 

当然、自治会の区長さんとかは準公務員という形になってまいりますので、そういう方々

への働きかけなどについて、金銭などを伴う場合には、そういう関連する法規の違反になっ

てくるところではございますが、一般の住民の方々を含めた対応というところについて、住

民の方々の対する、より丁寧に、かつ現場も含めて知っていただきたいという事業者の方々

の様々な工夫というところも、これは大関委員から前半でご指摘いただきましたけれども、

そういったところをそぐ形ではなく、他方でしっかりとした規律の中で、透明性の中でやっ

ていくということもあわせて重要ですので、この辺のバランスをどういう形で、今回のルー

ルをつくっていく中で示していくのか、もう一段、事務局といたしましても、さらに検討を

深めていきたいなと思ってございます。 

大関委員からありました未稼働の観点につきましては、当然、未稼働の場合は計画変更を

伴う場合には価格が変更するなどを含めて、様々規律が既にあるわけでございますが、具体

的なケースなどを含めまして、我々のところで少し分析をした上で、また次回お示しをでき

ればなと思ってございます。 

また、既認定を含めたところの対応というところも含めて、制度として、当然、ＦＩＴ法

の中にある範囲においては、基本的にはこういう規律を対応していきたいと思ってござい

ますけれども、詳細についてはまた整理をして、お示しをしていきたいと思ってございます。 

松本委員からは、廃棄、リサイクルについての対応ということで、地域における様々な対

応もございますし、我々としても、この長期電源ＷＧと合わせて、先ほど申しました環境省

さんとの検討会との議論の連携ということをしっかりとやる中で、まさにライフサイクル

をしっかりと全体を見渡す中で、地域と共生できる電源ということが、この検討の一つの大

きな目的でございますので、そこに貢献できるような制度ということで、しっかりと具体的

な制度の連携をしていきたいと思ってございます。 

高村委員からは三ついただきました。最初の二つはお答えしたと理解していますが、最後

はやはり土地の権原など、隣接する住民の方々以外の方々へのアプローチのところに対し

て、事前周知のところの対応などについてしっかり、お住まいの住民の方々との程度という

ところについて、具体的なアプローチの手法、どういう形であれば、それを満たすのかとい

うことについては、引き続き我々としてもまだ検討しているところでございますので、また
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次回以降におきますご議論に向けて準備をしてまいりたいと思ってございます。 

事務局からは以上でございます。 

○山内座長 

 はい、ありがとうございました。 

まだあろうかと思いますけど、そろそろ時間でございますので、この辺にしたいと思いま

す 

皆さんのご意見を伺って、事務局案の骨格とか方向性について、皆さんご同意をいただい

ているのかなというふうに伺いました。ただ、いろいろ詰める点とか、まだまだあって、非

常に有益なご意見をいただいたと思っておりますので、これを次回に向けて事務局で詰め

ていただいて、また次回ご提案いただくということかなと思っています。また、次回は残さ

れた論点もございますので、それについてもご提案いただくということにしたいと思いま

す。 

それでは本日の議事は以上というふうにさせていただきます。 

次回以降の開催について、事務局からお願いいたします。 

○事務局 

 本日もお盆前の貴重な日取りをいただきまして、ありがとうございました。 

次回の委員会でございますが、８月の下旬で今、日程調整をさせていただいてございます

けれども、８月中に次回会合を開催すべく調整をさせていただきたいと思います。また決ま

り次第、経産省ホームページでお知らせいたします。 

事務局からは以上でございます。 

○山内座長 

 ありがとうございました。 

それでは、これをもちまして、本日の会合を閉会とさせていただきます。ご多忙中のとこ

ろ、長時間にわたって熱心にご議論いただきまして、誠にありがとうございました。 


